
 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
十
五
号 

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
令
和
五
年
度
の
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
に
関
す
る
計
画
（
令
和
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
五
年
十
一
月
三
十
日 

厚
生
労
働
大
臣 

武
見 

敬
三 

別
表
の
人
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
の
項
中
「2

,
5
72

,1
0
0

」
を
「2

,
7
31

,6
0
0

」
に
、
「5

0
0
,
20
0

」
を
「7

1
9
,1
0
0

」
に
、

「2
,
88
6
,8
00

」
を
「3

,
10
5,
7
00

」
に
、
「3

,
50
9,

8
00

」
を
「3

,7
2
8,

70
0

」
に
改
め
る
。 

 

令
和
五
年
度
の
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
に
関
す
る
計
画
の
一
部
を
変
更
す
る
件 


